
 加東市では、毎年12⽉を「滞納整理強化⽉間」とし、
滞納者への催告や調査を強化して実施しています。
 税⾦や公共料⾦は、納付義務者のみなさんに期限ま
でに納めていただくもので、期限までに納めていただ
けない場合は“滞納”となります。滞納されると、市の
財政を圧迫し、市⺠サービスに悪影響を及ぼすだけで
なく、期限までに納めていただいている⽅々との公平
性を⽋くことになります。

 事故や病気などによる離職や収⼊
の減少等、やむを得ない事情で期限
までに納められない場合は、その期
限までに連絡・相談してください。

■対象
 下記の 、 のいずれかに該当する⽅
   加東市に住⺠登録がある(あった)⽅
   加東市に本籍がある(あった)⽅

■必要書類
 □事前登録申請書 
  ※市⺠課窓⼝または市ホームページからダウン
   ロードできます。
 □来庁者の本⼈確認書類(下記のア1点またはイ2点)
  ア顔写真付 例マイナンバーカード、運転免許証
  イ顔写真無 例健康保険証、年⾦⼿帳
  ※本⼈確認書類が無い場合は、ご連絡ください。
  ※代理⼈が登録する場合は、委任状が必要です。

■お知らせする内容
 □交付年⽉⽇ □交付した書類の種別とその通数
 □第三者の種別

 制度に登録された⽅の住⺠票や⼾籍謄本
等を第三者に交付したとき、その事実を⽂書
でお知らせする制度です。
 この制度に登録することで、委任状の偽
造、なりすまし等による不正取得の早期発
⾒・早期究明が可能となり、犯罪の防⽌につ
ながります。
※登録前に交付したものについては、お知ら
 せできません。

 本⼈通知制度についての詳細は、市ホームページをご覧いただくか、市⺠課にお問い合わせください。

■対象
 下記の1、2のいずれかに該当する⽅
  1障害認定⽇(初診⽇から1年6か⽉後)に障害年
   ⾦の等級に該当した⽅
  2障害認定⽇時点では、障害年⾦の等級に該当し
   ないが、その後症状が悪化し、障害年⾦の等級
   に該当した⽅
 ※65歳以上になると請求できなくなりますので、
  注意してください。

■必要書類
 □化学物質過敏症専⽤の調査様式
 □診断書(診断書の作成⽇や内容については､障害
  認定⽇によって異なりますので､下記に相談して
  ください｡)
  ※診断書を作成した医療機関が初診の医療機関
   ではない場合は、初診⽇証明書類も必要です。
 請求⽅法や制度についての詳細は、⽇本年⾦機構
ホームページをご覧いただくか、下記にお問い合わせ
ください。
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｢化学物質過敏症｣によって､⽣活や仕事が制限される
ようになったとき､現役世代の⽅も含めて障害年⾦を
受け取ることができる場合があります。


